
 

【３回目のワクチン接種をした不法滞在外国人にインセンティブを付与する出頭申告制度を施行】 

不法滞在外国人が2022年4月30日までに３回目のワクチン接種を完了して2022年10月31日まで

に出頭すると反則金が免除され、入国規制も猶予されます。 

▶ 実行対象 

- 2022.4.30(土)までに国内において３回目のワクチン接種完了者(22.10.31(月)までに出頭) 

- 2022.2.28(月)までに国内において２回目のワクチン接種完了者(22.4.30(土)までに出頭) 

▶ お問い合わせ 外国人総合案内センター(国番なし) ☎ 1345 


